
所管省庁
特例措置

番号
特定事業の名称

措置
区分

特例措置の概要
過去

評価時期
認定件数

（第54回認定まで）

総務省 409
地方公務員に係る臨時的任用
事業

法律

通常１年以内しか認められない地方
公務員の臨時的任用について、地域
固有の課題に対応する必要等があ
る場合は、１年を超えて任用を認め
る。

平成29年度 ９件

国土交通省 1219
特殊な大型輸送用車両による
港湾物流効率化事業

告示
通達

港湾施設である道路において保安基
準に一部適合しない特殊な大型輸送
用車両を用いる場合、当該車両が通
行可能となるよう、車両の寸法や重
量等について保安基準を緩和するこ
とができる。

今回はじめて
評価

２件

国土交通省 1228
民間事業者による公社管理道
路運営事業

法律

地方道路公社がPFI法の規定により
公社管理道路運営権を設定する場
合には、民間事業者に料金を収受さ
せることとし、民間事業者による公社
管理有料道路の運営を可能とする。

平成30年度 １件

所管省庁
特例措置

番号
特定事業の名称

措置
区分

特例措置の概要
過去

評価時期
認定件数

（第54回認定まで）

国土交通省 1226
地域限定旅行業における旅行
業務取扱管理者の要件緩和事
業

通達
地域の旅行業務取扱管理者に他業
種との兼任を認める。

平成27年 ２件

令和３年度の評価対象となる規制の特例措置一覧
（地域活性化部会）

評価が中断されていた規制の特例措置一覧
（地域活性化部会）
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構造改革特別区域評価・調査委員会
地域活性化部会資料

令和３年１０月２０日（水）
内閣府地方創生推進事務局

地域限定旅行業における旅行業務取扱管理者の
要件緩和事業（1226）
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地域限定旅行業における旅行業務取扱管理者の要件緩和事業（特例措置番号１２２６）

＜これまで＞
旅行業者又は旅行業者代理業者は、営業所ごとに、１人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければならない。

＜主な要件＞
○１日のうちあらかじめ決めた時間帯に営業所に出勤する等により、旅行業務取扱管理者の職務を行うことに支障がないこと。
○営業所に不在の場合であっても、電話等による連絡体制を構築し、旅行者からの依頼があれば速やかに旅行業務取扱管理者から説
明を行うことに支障がないこと。

＜取り巻く環境の変化＞
地域観光資源の活用、地域密着型の旅行等へのニーズに対応するため、旅行者を受け入れる地域が、地域密着型旅行商
品や体験プログラムを提供するなど「着地型観光」推進の機運が高まっている。

＜関係法令等＞
旅行業法第11条の２
旅行業法施行要領（平成17年２月28日国総旅振第386号）第７

認定計画数：３件（累計）
２件（令和３年３月末現在）【うち１件は国家戦略特区で活用】

～心のふるさと おおくら観光・交流特区～（平成２５年６月認定）
実施主体：山形県大蔵村

「心のふるさと・おおくら」の農村景観や歴史文化、温かなおもてなしの心など、地域資源
を活かした「着地型観光」を推進しているが、規模が小さいことから大手の旅行業者からは取
りあってもらえない状況にある。地域限定旅行業における旅行業務取扱管理者の要件緩和事業
を活用して「旅行業」を自ら行い、集客することで、交流人口の拡大が期待される。

◎実際の取組事例

構
造
改
革
特
区
の
活
用

地域限定旅行業者が選任する旅行業務取扱管理者に
他業種との兼任を認める。

２

特例措置の評価・調査経緯



特例措置の評価・調査経緯
これまでの評価・調査経緯

評価時期 評価の内容 評価の判断理由 今後の対応方針

平成27年度
(H28.5.25)

その他
（関係府省庁にお
いては、本特例措
置をどの程度まで
緩和できるかにつ
いて検討の上、そ
の内容について、
平成 28年度中に
評価・調査委員会
に報告する。評
価・調査委員会は、
その報告等に基づ
き改めて評価を行
う）

関係府省庁によれば、本特定事業の実施状況に係る弊
害の発生に関する調査の結果としては、旅行者とのトラ
ブルの発生等、本特例措置の活用による弊害は特段な
かったが、本特定事業を実施した事業者は１社のみであ
り、本特例措置が十分に活用されているとは言い難い状
況であるため全国展開による弊害発生の有無について判
断するのは時期尚早であるとのことであった。また、他
業種との兼職の場合、管理者による管理、監督機能が実
効的に働かない場合が一定程度の蓋然性をもって認めら
れるとのことであった。
さらに、平成28 年１月に長野県軽井沢町で発生したス

キーバス事故を踏まえ処分した３社すべてにおいて、管
理者に求められる本来の責務が果たされていなかったと
のことであった。現在、軽井沢スキーバス事故対策検討
委員会（以下「委員会」という。）において徹底的な再
発防止策の検討が行われており、場合によっては管理者
の責務を重くする可能性もある状況の中で、本特例措置
を直ちに全国展開することは委員会における検討と矛盾
するとのことであった。一方で、観光庁としても、多様
化する旅行ニーズに応えるとともに、観光による地域経
済の活性化を図るため、地域ならではの体験・交流を提
供する着地型旅行の促進は重要と認識しており、他の市
町村においても、当該特例の活用を進めていきたいとの
ことであった。委員会のとりまとめが平成28 年夏頃に行
われる予定であることから、その内容も勘案しつつ、ど
の程度まで緩和できるかについて検討の上、平成28 年度
中に改めて報告したいとのことであった。

関係府省庁においては、
委員会のとりまとめも踏
まえつつ、本特例措置を
どの程度まで緩和できる
かについて検討の上、そ
の内容について、平成28
年度中に評価・調査委員
会に報告する。評価・調
査委員会は、その報告等
に基づき改めて評価を行
う。

＜平成２７年度＞

３



特例措置の評価・調査経緯

●通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案

背景・必要性
◆ 地域における受入環境整備

・現在、通訳案内士は都市部に偏在するとともに、資格 保有言語も英語への
偏りがあり、量的に圧倒的に不足し、多様化するニーズに対応不可能。

・長期滞在する訪日外国人旅行者や増加するリピーターによる、地域独自の
文化や産業の体験・交流などを重視した旅行商品（いわゆる地域体験・交流
型旅行商品）に対するニーズの高まり。

◆ 旅行の安全や取引の公正の確保等
・旅行サービス手配業者（いわゆるランドオペレーター）に旅行手配を丸
投げすることにより、安全性が低下する事案の発生。
・訪日外国人旅行の一部において、キックバックを前提としたお土産屋へ
の連れ回し、高額な商品購入の 勧誘等の実態があり、是正が必要。

◆ 規制改革実施計画（平成28年６月２日閣議決定）
「訪日外国人旅行者の増加とニーズの多様化に対応するため、通訳案内士の業務独占規制を廃止し、名称独占のみ存続することとする。その際、業務
独占規制の廃止に伴い団体旅行の質が低下することのないよう、訪日旅行商品の企画・手配を行っているランドオペレーター等の業務の適正化を図る
制度を導入する。」 【実施時期：平成28年度中に法案提出】

資料２

法案の概要

地域における旅行者の受入環境整備

【通訳ガイドの量の確保】（通訳案内士法関係）
 幅広い主体による通訳ガイドを可能にするため、

業務独占規制を廃止
 地域ガイド制度の創設

→自治体の計画策定・研修実施による資格取得 等

【通訳案内士の質の向上】 （通訳案内士法関係）

 試験科目の見直し
→緊急時対応等通訳案内士の実務に係る科目 の追加

 通訳案内士に対する定期研修受講の義務付け
→通訳案内の実務等、ガイドに必要な知識の更新

【地域を巡る旅行の促進】 （旅行業法関係）

 地域の観光資源・魅力を生かした体験・交流型旅行商品の企画・販売の促進に向けた見直し
「旅行業務取扱管理者」の営業所への配置に関する規制を緩和
→・地域に限定した知識のみで取得可能な地域限定の旅行業務取扱管理者の資格制度の創設
・１名の旅行業務取扱管理者による複数営業所兼 務の解禁

⇒ホテル・旅館等による地域体験・交流型旅行商品の企画・販売の促進

都市部：東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、京都、兵庫

〈都市部・地方部別通訳案内士登録者数（平成28年4月現在）〉

＜観光庁提出資料（平成２９年３月２８日）＞

４











特例措置の評価・調査経緯
＜観光庁提出資料（平成３０年１１月１３日）＞

特例措置1226（地域限定旅行業における旅行業務取
扱管理者の要件緩和事業）について

平成30年11月

観 光 庁

②関係府省庁の説明資料

９









特例措置の評価・調査経緯
＜山形県大蔵村提出資料（令和元年１０月１７日）＞
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

 

地域限定旅行業における旅行業務
取扱管理者の要件緩和事業について

国土交通省 観光庁
参事官（旅行振興）

令和3年10月
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番号 1226
特定事業の名称 地域限定旅行業における旅行業務取扱管理者の要件緩和事業
措置区分 通達
特例措置を講ずべ
き法令等の名称及
び条項

旅行業法（昭和27年７月18日法律第239号）第11条の２
旅行業法施行要領（平成17年２月28日国総旅振第386号）第８

特例措置を講ずべ
き法令等の現行規
定

旅行業者又は旅行業者代理業者は、営業所ごとに、１人以上の旅行業務取扱管理者
を選任して、当該営業所における旅行業務に関し、その取引に係る取引条件の明確
性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行
者の利便を確保するため必要な国土交通省令に定める事項についての管理及び監督
に関する事務を行わせなければならない。

特例措置の内容 地方公共団体が、地域限定旅行業者が選任する旅行業務取扱管理者について、営業
所への出勤状況、兼任する他業種の業務に従事している間も旅行者から依頼があれ
ば速やかに当該旅行業務取扱管理者に連絡を行うための体制の構築状況等を総合的
に勘案して当該旅行業務取扱管理者の業務を行うことに支障がないと認めて内閣総
理大臣に構造改革特別区域計画を申請し、認定された場合には、認定された特区の
区域内に存する地域限定旅行業者の営業所においては、地域限定旅行業者が選任す
る旅行業務取扱管理者について、他業種との兼任を認める。

同意の要件 特になし
特例措置に伴い必
要となる手続き

特になし

18



１２２６  地域限定旅行業における旅行業務取扱管理者の要件緩和事業 

１．特例を設ける趣旨 

地域密着型の着地型旅行商品へのニーズに対応するため、旅行業務取扱管理

者が不足している状況を踏まえ、地域限定旅行業者について、旅行業務取扱管

理者に他業種との兼任を認めるものです。 

２．特例の概要 

地方公共団体が、地域限定旅行業者が選任する旅行業務取扱管理者について、

営業所への出勤状況、兼任する他業種の業務に従事している間も旅行者から依

頼があれば速やかに当該旅行業務取扱管理者に連絡を行うための体制の構築

状況等を総合的に勘案し、当該旅行業務取扱管理者の業務を行うことに支障が

ないと認めた場合、内閣総理大臣に特区計画を申請し、認定を受けることで、

当該旅行業務取扱管理者に、他業種との兼任を認めるものです。 

３．基本方針の記載内容の解説 

「旅行業務取扱管理者の業務を行うことに支障がない」とは次の全てを満た

す状態をいいます。 

① １日のうちあらかじめ決めた時間帯に営業所に出勤する等により、旅行

業法（昭和27年法律第239号）第11条の２第１項及び旅行業法施行規則（昭

和46年運輸省令第61号）第10条に規定する旅行業務取扱管理者の職務を

行うことに支障がないこと。

② 営業所に不在の場合であっても、電話等による連絡体制を構築し、旅行

者からの依頼があれば速やかに旅行業務取扱管理者から説明を行うこと

に支障がないこと。

４．特区計画及び添付書類の記載に当たって特に留意すべき点 

（１） 規制の特例措置の適用を受けようとする者について、特区計画認定申

請の時点で地域限定旅行業の登録が行われている場合は、特区計画の別

紙「２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者」の欄に、登録番

号を記載すること。 

（２） 規制の特例措置の適用を受けようとする者について、特区計画認定申

請の時点で地域限定旅行業の登録を受けていない場合は、特区計画の別

紙「２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者」の欄に、今後登

録の申請を行う予定である旨を記載すること。この場合、「４ 特定事業

の内容」欄に記載する事業の実施期間は、地域限定旅行業の登録を受け

た日以降とすること。 

19



（３） 特区計画の別紙「５ 当該規制の特例措置の内容」の欄に、「旅行業

務取扱管理者の業務を行うことに支障がない」と認めた根拠（当該旅行

業務取扱管理者の勤務形態、営業所と兼任する他業種の職場との位置関

係、当該旅行業務取扱管理者が営業所に不在の場合の連絡体制等）を明

示すること。 

５．当該特例に関して特に必要な添付書類 

特になし。 

20



番号
都道府県

名

申請地方
公共団体

名
特区の名称 区域の範囲 特区の概要

規制の特
例措置の

番号
規制の特例措置の名称 認定回

1 山形県 大蔵村
心のふるさと  おお
くら観光・交流特区

山形県最上郡
大蔵村の全域

肘折温泉は、近郷近在の農家の方が農
閑期に骨休めをする湯治場として年間20万
人の観光客が訪れ賑わいを続けてきたが、
生活環境の変化とともに観光客が減少して
いる。そこで、「心のふるさと・おおくら」の農
村景観や歴史文化、温かなもてなしの心等
の地域資源を活かしたその地ならではの体
験を提供する着地型観光を提供している
が、規模が小さいことから大手の旅行業者
からは取りあってもらえない状況にある。
特例措置を活用した「旅行業」を自ら行い、
集客することで交流人口が拡大され地域の
活性化を図る。

1226
・地域限定旅行業における
旅行業務取扱管理者の要
件緩和事業

第３１回
平成25年8月9日認定

番号 都道府県名 市町村名 実施主体 区域の範囲 内容
規制の特
例措置の

番号
規制の特例措置の名称 実施時期

1 秋田県 仙北市
仙北市農山村体
験推進協議会

秋田県仙北市
の全域

地域限定旅行業者が選任する旅行業務取
扱管理者について、兼任する他業種の業務
に従事している間も旅行業法に規定された
旅行業務取扱管理者の職務を果たさなけ
ればならなくなったときに、速やかに当該旅
行業務取扱管理者に連絡を行うための電
話による連絡体制を構築することで、他業
種との兼任を認める。

1226
・地域限定旅行業における
旅行業務取扱管理者の要
件緩和事業

平成 30 年度より実
施

規制の特例措置を適用した特区計画の一覧

国家戦略特別区域で活用している計画の一覧
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評価意見 

① 別表１の番号 ４０９ 

② 特定事業の名称 地方公務員に係る臨時的任用事業 

③ 措置区分 法律 

④ 
特区における規制の

特例措置の内容 

通常１年以内しか認められない地方公務員の臨時的任用について、地域固

有の課題に対応する必要等がある場合は、１年を超えて任用を認める。 

⑤ 評価 その他（２０２１年度に評価を行う） 

⑥ 
⑤の評価の判断の理

由等 

関係府省庁によれば、 

・本特例措置については、身分保障や勤務条件等の点で問題があり、全国

展開した場合、これらの問題が拡大することが懸念されること 

・このような問題の発生を防ぎ、多様化する住民の行政ニーズに対応可能な

任期付採用制度について地方公共団体に情報提供しており、認定地方公共

団体においても、順次、同制度への移行が進んでいること 

・臨時的任用の対象を厳格化する等の地方公務員法の改正が行われ、２０

２０年４月に施行されることを踏まえ、臨時・非常勤職員を任用する地方公共

団体において任用根拠の見直しが行われていること 

等から、本特措置を全国展開することは地方公共団体に混乱を生じさせるこ

とになるとのことであった。 

 

地域活性化部会では、任期付採用制度や改正地方公務員法に対する地

方公共団体の理解が十分に図られた上で、地方公共団体がどの制度を選

択するのかを注視する必要があり、関係府省庁は、これら諸制度の周知・普

及に努め、その結果を踏まえて特例措置の在り方について改めて評価する

ことが妥当であるとされた。なお、関係府省庁は、これら諸制度の周知・普及

に当たって、地方公共団体の主体的な選択を妨げることのないよう留意する

必要があるとされた。 

 

⑦ 今後の対応方針 

関係府省庁は、任期付採用制度及び改正地方公務員法の周知・普及に

努め、臨時・非常勤職員の任用の適正化を図る中で、認定地方公共団体に

おける任用根拠の見直しや任期付採用制度・会計年度任用職員制度等の

活用状況、さらにはこれらの制度による特例措置の充足性などについて分

析を行う。 

その上で、評価・調査委員会は、認定地方公共団体の任期付採用制度・

会計年度任用職員制度等への移行状況やその運用状況、さらには新規認

定の申請状況等を踏まえ、２０２１年度に改めて評価を行う。再評価の際、関

係府省庁は、上記対応の結果を評価・調査委員会に報告する。 

 

⑧ 全国展開の実施内容 － 

⑨ 全国展開の実施時期 － 
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番号 409
特定事業の名称 地方公務員に係る臨時的任用事業
措置区分 法律
特例措置を講ずべ
き法令等の名称及
び条項

地方公務員法第22条第２項から第５項まで

特例措置を講ずべ
き法令等の現行規
定

地方公務員の臨時的任用期間は現行６ヶ月以内で、１回に限り更新をすることがで
きる。

特例措置の内容 １．地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、次の（１）から
（３）に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれるため臨時的任
用を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受け
たときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る職について次の(1)から(3)に掲げ
る場合に行う臨時的任用については、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22
条第２項から第５項までの規定は、適用しないこととする。
（１） 当該地方公共団体がその職務の遂行について資格要件を必要とする職につ
いて地方公務員法第22条第２項又は第５項の規定に基づく臨時的任用を行っている
場合において、当該構造改革特別区域における人材の需給状況等にかんがみ、同条
第２項後段又は第５項後段の規定により更新された任用の期間の満了の際現に任用
している職員以外の者をその職に任用することが困難であるとき。
（２） 当該地方公共団体が特定の分野に関する職務に職員を従事させることによ
り、当該職員の資質の向上が図られ、ひいては当該構造改革特別区域における当該
特定の分野に係る人材の育成が図られると認められる場合において、当該職務に係
る職について１年を超えて臨時的任用を行うことが必要であるとき。
（３） 当該構造改革特別区域における住民の生活の向上、行政の効率化等を図る
ために行う当該構造改革特別区域における当該地方公共団体の事務及び事業の見直
しに応じた業務量の一時的な変化により生ずる職制又は定数の改廃等に効率的かつ
機動的に対処する必要がある場合において、その職について１年を超えて臨時的任
用を行うことが特に必要であるとき。

２．上記１の規定により認定を受けた地方公共団体であって人事委員会を置くもの
においては、任命権者（地方公務員法第６条第１項に規定する任命権者及びその委
任を受けた者をいう。以下同じ。）は、人事委員会規則で定めるところにより、当
該認定に係る職について、人事委員会の承認を得て、６月を超えない期間で臨時的
任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得
て、採用した日（その職に同法第２２条第２項の規定に基づき臨時的任用をされて
いる職員をこの規定に基づき引き続き任用する場合にあっては、同条第２項の規定
に基づき採用した日）から３年を超えない範囲内に限り、６月を超えない期間で更
新することができる。ただし、上記１の（１）から（３）に掲げる場合に該当しな
いときは、更新することはできない。
３．上記２の場合において、人事委員会は、必要に応じ、臨時的任用につき、任用
される者の資格要件を定めるものとする。
４．人事委員会は、上記２及び３の規定に違反する臨時的任用を取り消すことがで
きる。
５．上記１の認定を受けた地方公共団体であって人事委員会を置かないものにおい
ては、任命権者は、当該認定に係る職について、６月を超えない期間で臨時的任用
を行うことができる。この場合において、その任用は、採用した日（その職に地方
公務員法第２２条第５項の規定に基づき臨時的任用をされている職員をこの規定に
基づき引き続き任用する場合にあっては、同条第５項の規定に基づき採用した日）
から３年を超えない範囲内に限り、６月を超えない期間で更新することができる。
ただし、上記１の（１）から（３）に掲げる場合に該当しないときは、更新するこ
とはできない。
６．上記１の認定を申請する地方公共団体においては、任命権者は、上記２又は５
の規定による臨時的任用の適正な実施を確保するため、当該臨時的任用の状況の公
表その他の必要な措置を講ずるものとする。

同意の要件 特になし
特例措置に伴い必
要となる手続き

特になし
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４０９ 地方公務員に係る臨時的任用事業 

 

１．特例を設ける趣旨 

構造改革特別区域において、地方公共団体が地域固有の課題に即応した効

率的かつ弾力的な人事行政を可能とするため、特例措置として、地方公務員

の任用について、一定の場合に１年を超えた臨時的任用を認めるものです。 

 

２．特例の概要 

地方公共団体が臨時的任用を行おうとする場合に、構造改革特別区域にお

ける人材の需給状況等にかんがみ後任が確保できない等の一定の要件の下に、

採用した日から３年を超えない範囲内に限り、６月を超えない期間で更新す

ることができるようにするものです。 

 

３．基本方針の記載内容の解説 

（１）任用期間等 

  ① １回の任期：６ヶ月以内 

  ② 任用期間 ：３年以内（更新回数制限なし） 

  （注）既に地方公務員法第２２条の３第１項又は第４項により臨時的任用さ

れている者を、当該特例の臨時的任用として引き続いて任用する場合

については、従前の任用期間と通算して３年以内となります。 

 

（２）特例が認められる場合  

  ① 特区における人材の需給状況等にかんがみ、現行の臨時的任用の任期 

（最大１年）満了後に必要な資格を有する後任が確保できない場合 

  例えば、保育業務等の需要が一時的に増大した場合、保育士といった

専門職を必要なだけ配置しようとする場合に、資格職ゆえに人材が必ず

しも確保できない場合等が想定されます。 

② 実務に従事させることを通じて、特区における特定分野の人材育成に

資すると認められる場合に、１年を超えた臨時的任用が必要なとき 

    特定分野における人材の育成を進めている場合で、一時的な従事であ

ることから、正式任用には馴染まないような場合が該当します。例えば、

臨床研修が義務づけられている医師を公立病院において臨床研修医とし

て受け入れる場合等が想定されます。 

③ 特区における事務事業の見直しに応じた一時的な組織又は定数の改廃

等に対処する場合に、１年を超えた臨時的任用が特に必要なとき 

事務事業の見直しを計画的に推進するに当たり、業務量が一時的に変
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化するような場合に、正規職員の増減による対応によることなく、効率

的かつ機動的に対処するような場合が該当します。例えば、特定の地域

において保育業務等の需要が急増するような場合、当該地域内における

比較的余裕がある他の部門の組織や定数の改廃等と合わせて臨時的任用

を弾力的に活用することにより、地域住民のニーズに効率的かつ機動的

に対処するような場合等が想定されます。 

         

（３）更新時の取扱い  

   更新しようとする場合、上記（２）の①～③（構造改革特別区域法第２

４条第１項各号）に掲げるいずれかの要件に該当していなければ更新する

ことができませんので、更新の都度、要件に合致しているかについて確認

する必要があります。 

 

（４）適正な実施を確保するための措置 

   当該特例の臨時的任用においては、任用期間が最大で３年まで延長され 

  ますので、任命権者が自発的に臨時的任用が適正に実施、運用されること 

  を確保するための必要な措置を講ずることとしており、具体的には、以下 

  のような措置が考えられます。 

  ① 今般の特例に係る適正な定数管理及び職員数の公表 

       臨時的任用職員については、職員定数の規定が適用除外（地方自治法 

   第１７２条第３項）されているところですが、任用期間が延長されるこ 

   とから、適正な運用の確保、住民への説明責任という見地から、対外的 

   に分かるような形で今般の特例に係る職員数を管理、公表することが考 

   えられます。 

  ② 職員の分限に関する条例案の提案 

    地方公務員法第２２条の３第１項等に基づく臨時的任用職員について

は、同法第２８条等の分限の規定等は適用されませんが、今般の特例に

おいては、任用期間が延長されることから、身分保障の見地から、臨時

的任用された職員の分限について条例で定めることができるとする地方

公務員法第２９条の２第２項に基づき、本特例により臨時的任用された

職員について、この分限に関する条例を定めることが考えられます。 

  ③ 資格要件の制定 

    資格要件について、人事委員会を置く地方公共団体においては人事委 

   員会はこれを必要に応じて定めるものとするとしておりますが、同様に 

    人事委員会を置かない地方公共団体においても、採用しようとする職の 

     適格者を得るための資格要件を任命権者が定めることが考えられます。 
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４．特区計画及び添付書類の記載に当たって特に留意すべき点 

 構造改革特別区域計画の別紙「５ 当該規制の特例措置の内容」の欄に特

に記載する事項は次のとおりです。 

（１）構造改革特別区域法第２４条第１項各号に掲げる要件に該当すると判断 

  した根拠を示す、例えば以下のような内容 

① １号要件の場合 

・任用しようとする職が資格要件を必要とする職であること 

・当該地域の人材の需給状況等により後任の確保が困難であること等 

  ② ２号要件の場合 

・当該特定分野の人材の育成と当該職に１年を超えて任用することとの 

関係等 

③ ３号要件の場合 

・事務事業の見直し、職制又は定数の改廃等の状況と当該職に１年を超 

   えて任用することとの関係等 

 

（２）構造改革特別区域法第２４条第６項に基づく必要な措置の内容   

臨時的任用の状況の公表その他の当該臨時的任用の適正な実施を確保す

るために任命権者が講ずる措置の具体的内容（講ずる措置に係る計画でも

可） 

 

５．当該特例に関して特に必要な添付書類 

（１）上記４．（２）に記載する必要な措置が既に講じられている場合は、例え

ば条例、規則の写し等、その内容が確認できる資料 

（２）人事委員会が既に当該任用に係る資格要件を定めている場合は、規則の 

写し等、その内容が確認できる資料 
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番号
都道府県

名

申請地方
公共団体

名
特区の名称 区域の範囲 特区の概要

規制の特
例措置の

番号

規制の特例措置の名
称

認定回

1 北海道 留萌市 医師臨床研修推進特区
留萌市の全
域

留萌市では、医師確保による地域医
療の充実を最重要課題として、市立病
院における臨床研修の受入等に取り組
んでいる。
しかし、近年、医師不足が深刻化し、

大学病院からの医師派遣に頼らざるを
得ない状況が続いているため、地方公
務員法の特例措置により、臨床研修医
の任用期間を延長し、２箇年を通じた臨
床研修を行う。
これにより、全人的な医療提供ができ

る医師の養成を図るとともに、市立病院
における医師確保を推進し、地域医療
の水準向上を図る。

409
・地方公務員に係る
臨時的任用期間の延
長

第１９回
平成21年3月27日認定

2 宮城県 柴田町
柴田町少子化対策臨時保健師及び
保育士職員の任用期間の延長特区

宮城県柴田
郡柴田町の
全域

柴田町では、少子・高齢化や保育ニー
ズの増加により、保健師や保育士の早
急な確保が求められている。一方、行
財政改革も推進する必要性から、将来
的に指定管理者制度の活用を図ってい
く予定としているが、その間においても
保育サービスを始めとする少子化対策
を推進するため、臨時保健師及び保育
士職員の任用期間を延長することで、
能力のある人材を安定的に確保する。
これにより、子育て支援を行い、男女共
同参画社会の実現を推進する。

409
・地方公務員に係る
臨時的任用期間の延
長

第１５回
平成19年11月22日認定

3 宮城県 大和町
大和町臨時保育士の任用期間延長
による保育事業充実特区

宮城県黒川
郡大和町の
全域

近年の急激な人口の増加に伴う保育
所待機児童の解消と多様化する家庭環
境に応じた保育サービスの提供を図る
ため、地方公務員の臨時的任用に関す
る特例措置により、不足する保育士資
格を有する人材を確保し、保育ニーズ
ピーク後の適切な定員管理を念頭に入
れ、少数精鋭を基本とした職員配置と
効率的な行政運営の取組みを継続しな
がら、保育サービスの拡充と安心して子
どもを預けられる環境整備を推進し、
もって、子育てに関する負担軽減と不安
の解消を図り、保護者の子育てと仕事
の両立の実現を目指すもの。

409
・地方公務員に係る
臨時的任用事業

第３０回
平成25年3月29日認定

4 宮城県 富谷町
富谷町待機児童対策臨時的任用職
員(保育士)の任用期間の延長特区

宮城県黒川
郡富谷町の
全域

富谷町では毎年２５名～３０名程度の
臨時的任用職員（保育士）を採用してい
るが資格職であるため必ずしも必要数
を確保出来ないのが実情である。特区
の認定を受けることによって公立保育
所で任用している臨時的任用保育士の
確保を容易にし、多様化する保育ニー
ズへの対応とともに、保護者の方の子
育てに対する不安の軽減、さらに、待機
児童の減少を図り、「安心して子育ての
できる環境の充実したまち」を目指す。

409
・地方公務員に係る
臨時的任用事業

第２５回
平成23年3月25日認定

5 秋田県 美郷町
美郷町資格要件付臨時的任用職員
の任用期間の延長特区

秋田県仙北
郡美郷町の
全域

本町では、低迷する経済情勢を背景
として非正規社員の増加による保育需
要の不規則さや施設統合に伴う業務増
のため、やむをえず臨時的任用職員を
雇用しているが、雇用期間が最長で１
年と短いことから必要数の確保に苦慮
している。特に、認定こども園保育士や
図書館司書などの資格職については、
近隣市への人材流出を招いている状況
であるため、任期の特例を活用し、充実
した認定こども園及び図書館運営を目
指すとともに適正な人員配置により行
政組織のスリム化を図る。

409
・地方公務員に係る
臨時的任用期間の延
長

第２７回
平成23年11月29日認定

規制の特例措置を適用した特区計画の一覧
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6 埼玉県 川口市
川口市障害者コミュニケーション充実
特区

川口市の全
域

障害者福祉の一層の充実を目指す中
で、聴覚障害者のコミュニケーションを
円滑に行うため、障害福祉課に臨時任
用職員として手話通訳者を常時配置
し、庁内案内や各種行政情報の提供を
行っているが、任用期間が最長でも１年
間に限定されていることなどから、応募
者が少なく、人材確保が極めて困難な
状況にある。このため、任用期間を最長
３年間まで延長し、聴覚障害者とのコ
ミュニケーションを確保する。

409
・地方公務員に係る
臨時的任用期間の延
長

第３回
平成15年11月28日認

定

7 千葉県 長生村
「安心して子どもを産み育てられる」
子育て環境の充実特区

千葉県長生
郡長生村の
全域

長生村では、安心して子育てができる
環境づくりのため、様々な子育て支援を
実施している。
近年、核家族化の進展等により、保育

を必要とする家庭が増加しており、とり
わけ、０，１歳児が増加傾向にあり、行
財政改革の推進などもあり臨時保育士
に頼らざるを得ない状況にある。
しかし、現在の法制度の中では、最長

1年という任用期間が影響し、資格職で
ある保育士等の確保に支障をきたして
いる。
本特例を用いて保育士及び看護師の

確保と質の高い保育サービスの提供を
図り、もって、人口の定住化を推進す
る。

409
・地方公務員に係る
臨時的任用期間の延
長

第２９回
平成24年11月30日認定

8 神奈川県 小田原市 医師臨床研修推進特区
小田原市の
全域

平成16年4月から医師卒後臨床研修
が必修化されることに伴い、地方公務
員の臨時的任用期間に関する規制の
特例を導入し、卒後の2年間を臨時的
任用職員として雇用し、研修プログラム
に基づく2年間を通した臨床研修を行う
ことにより、臨床研修必修化の目的であ
る全人的な医療を提供できる優秀な医
師を養成する。
また、研修を修了した有能な医師が地

域医療に従事することにより、地域医療
の水準向上を図る。

409
・地方公務員に係る
臨時的任用期間の延
長

第３回
平成15年11月28日認

定

9 沖縄県 浦添市 浦添市子育て応援保育士確保特区
浦添市の全
域

本市では、待機児童解消に向け宿舎
借上げ支援等による保育士の確保や、
保育所の創設等施設整備などの対策
を進めてきたが、保育士の不足により
定員を下回る児童数しか入所できず、
待機児童が解消されていない状況であ
る。
そこで、地方公務員に係る臨時的任

用において、最大１年間の任用期間に
特例を設け、最大３年まで任用期間を
更新することができるようにすることで、
安定的な保育士の確保を図り、待機児
童対策に繋げる。このことは、多様化す
る子育て支援のニーズに対応し、子育
てと仕事の両立支援や女性の社会参
加推進などに資するものである。

409
・地方公務員に係る
臨時的任用事業

第４４回
平成30年3月30日認定
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